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※資料の内容は作成日時点のものです。
今後発出される通知等により、内容の変更が生じる可能性が
あります。



制度改正後の医療機関等の受診方法

・マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和６年12月2日から現行保険証の新規発行は終了
となり、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
・経過措置として、現在お持ちの保険証は退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで使用
可能です。
・制度改正後の医療機関等の受診方法、使用期間について、下記のとおりです。
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（参考）マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較



・国の方針に基づき、令和６年９月及び令和７年１月に全加入者に対して、資格情報のお知らせを送付
します。
概要は以下のとおり。

送 付 対 象 者 加入者全員

送 付 時 期

１回目 令和６年9月９日（月）～令和６年９月30日（月）

２回目 令和７年１月22日（水）～令和７年2月3日（月）
＊１回目の対象者データ抽出日から令和６年11月29日（金）までに新規資格取得した対象者
（データ抽出時点の現存者。事業所の管轄外所在地変更により事業所記号が変わった場合も含む。）

対 象 者
データ抽出時期

１回目：令和６年６月中旬（令和6年６月7日までに資格取得等の登録処理が終了）

２回目：令和６年12月中旬

送 付 方 法

一般加入者：個人別に封入 ➢ 事業主経由での送付

任意継続加入者：個人別に送付（被保険者の住所）

＊いずれも特定記録郵便。事業所に送付する場合は重量4kgまでの箱に梱包。

送 付 通 数
（ 予 定 ）

約3,900万通（徳島支部：247,779通）

未 着 等 対 応
〈事業主経由での送付分の未着〉
返送された送付物については、改めて加入者個人住所へ送付

資格情報のお知らせ（送付）
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資格情報のお知らせ（印字項目・デザイン）

・資格情報のお知らせの印字項目・レイアウト案は下記のとおり。
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資格確認書（既存加入者向け職権発行等）

・資格確認書は、令和6年12月2日以降、新規加入時に資格取得届（扶養異動届含む）の発行要否
欄に☑チェックをした場合、事業所を経由して送付しますが、既加入者のうち、資格確認書が必要な方
（マイナ保険証未登録者等）に対して、R7.12.2までに、職権交付を完了させる方針です。
・協会加入者4,000万人のうち、約40％がマイナ保険証未登録者（2024/8/31現在）であることから、
約1,600万人への職権交付が必要となる見込みです。電子認証切れ等を含めるとさらに増える可能性が
あり、3か月程度に分散し、順次発行を行う方針です。
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資格確認書（有効期間の設定方針）

・資格確認書の有効期間は最大5年間とする（ただし、任継は最大2年、75歳誕生日を5年以内に迎え
る方はその前日まで）。
・事務処理の負荷やコスト軽減のため、更新時期が同一になるよう1年単位の発行期間を設定（毎年12
月1日～翌年11月30日 ※ただし初年度に限り、令和6年12月2日～令和7年11月30日とする）、
発行期間毎に同一の有効期限を設定する。
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資格確認書（印字項目・デザイン）

・材質・サイズは健康保険証と同様とする。
・資格確認書の色について、現行保険証との識別を簡便化する目的で色を変更する。
➢印字要素の視認性を考慮し、ベースカラーは黄色に印字は黒色で決定。
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（参考）新規資格取得時における資格取得届の様式変更

・年金機構における新規資格取得時において、資格取得届の表面にチェックボックスが新設される。
・裏面には資格取得届のチェックボックスによる資格確認書発行要否の説明が記載されている。
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その他（被保険者証以外の証の取り扱い）

・被保険者証以外の4つの証について、原則として証の確認は不要となる見込みだが、オンライン資格確認
未導入の医療機関等を考慮した措置が必要な状況であるため、加入者の申請に基づく4つの証の発行業
務をR6.12以降継続実施する。
・限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証に関しては申請が必要です。
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その他（データ登録未完了のお知らせ、完了のお知らせ）

・資格取得届等にマイナンバーの記載がなく、資格取得時からマイナ保険証が使用できるまでに通常以上の時
間を要する方を対象に、中間サーバーへのマイナンバー登録状況を通知する「データ登録未完了・データ登録
完了のお知らせ」を送付する。
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・協会においては、マイナ保険証利用促進のため、以下の取組を実施しているところ

マイナ保険証利用促進のための協会の取組

№ 項目 協会での対応

①
限度額適用認定証等を
契機とした利用勧奨

・マイナ保険証を利用することにより、高額療養費制度における限度額適用認定証の
申請・提示が不要となることについては、マイナ保険証の具体的なメリットの一つと
なるため、限度額適用認定証の申請や交付する際にマイナ保険証の利用勧奨を促進す
る。
（広報の例）
・限度額適用認定証を案内するホームページや電話対応等の中で利用を勧奨する。
・記入の手引きや申請書一体型リーフレットの中でマイナ保険証の利用を勧奨する。

②
あらゆる機会を通じた

利用勧奨

（広報の例）
・マイナ保険証関連チラシの支部窓口への設置、ポスターの掲示
・マイナ保険証利用推進メッセージを掲載した一般業務用封筒・健康保険業務用手封
入用封筒（汎用）の使用
・郵送物へのマイナ保険証関連チラシの同封
・名刺への PR イラストの掲載

③

「顔の見える地域ネットワー
ク」を活用した関係団体への

協力依頼

（主な取り組み）
・本部から日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、
日本経済団体連合会、全国社会保険労務士連合会へ訪問、周知等への協力依頼
・支部から各都道府県商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会、社会
保険労務士会連合会への訪問、周知等への協力依頼

12



・10月以降もマイナ保険証利用促進に向け本部・支部において更なる取り組みを行う。

マイナ保険証利用促進のための協会の取組

（広報物イメージ）

広報媒体 実施内容 スケジュール

WEB広告
LP（ランディングページ）を作成し、WEB
バナー広告等からLPに誘導。

R6.10～11

チラシ
マイナ保険証の使用促進に係るチラ
シを作成し、扶養調書、医療費通知に
同封する。

扶養調書R6.10

医療費のお知
らせ R7.1

パンフレット
マイナ保険証に係る制度解説用のパ
ンフレットを作成し、HP等で公開する。

R6.10

（本部実施）

（支部実施）

広報媒体 主な実施内容 スケジュール

新聞広告 地方第一紙へ広告を掲載する。 R6.10

チラシ・
パンフレット

支部窓口（サテライト含む）への設
置や関係団体・健康保険委員・事
業所等へ配布

R6.10～11
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